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議会運営委員会会議録 

 

平成２８年３月２２日 火曜日 

  午前９時０１分開議 

  午前９時２４分閉議（実時間 ２１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１ 本日の議事日程について 

（1）委員長報告 

（2）議案第１０号・平成２８年度八代市一般

会計予算に対する修正の動議 

（3）閉会中の継続審査・調査申し出 

（4）その他 

１ 議会運営委員会の閉会中継続調査の申し出

について 

１ その他 

 

                             

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  野 﨑 伸 也 君 

副委員長  松 永 純 一 君 

委  員    亀 田 英 雄 君 

委  員    中 山 諭扶哉 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員    増 田 一 喜 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 議  長  鈴木田 幸 一 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

          君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

総務部 

総務部次長    丸 山 智 子 君 

議会事務局長    桑 崎 雅 介 君 

 

                              

○記録担当書記    國 岡 雄 幸 君 

梅 野 展 文 君 

 

（午前９時０１分 開会） 

◎本日の議事日程について 

○委員長（野﨑伸也君） 皆さん、改めまして、

おはようございます。ただいまから議会運営委

員会を開会いたします。まず、１．本日の議事

日程についてを議題とし、（１）委員長報告の

（イ） 議案５９件、（ロ）陳情３件について説

明を求めます。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい、委員長。 

○委員長（野﨑伸也君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。おはよ

うございます。 

 それでは、１．本日の議事日程の（１）委員

長報告（イ）議案５９件、及び（ロ）陳情３件

について、御説明申し上げます。 

 済みませんが、座りましてご説明申し上げた

いと思います。失礼いたします。 

 お手元の平成２８年３月定例会議事日程（第

７号）をごらんいただきたいと思います。 

 日程第１から日程第６２までの、市長提出案

件５９件及び陳情３件でございますが、付託さ

れておりましたそれぞれの常任委員会、及び新

庁舎建設に関する特別委員会から、その審査が

終了した旨の報告がありましたので、この審査

の経過並びに結果について委員長報告がござい

ます。 

 なお、採決に当たりましては、日程第 1・議

案第５号は、単独で起立採決となります。 

日程第２・議案第６号は単独で挙手採決。 

日程第３・議案第７号から日程第５・議案第
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９号までの３件は、一括して挙手採決。 

日程第６・議案第１０号、及び日程第６３・

予算の修正の動議につきましては、この後の

（２）で御説明させていただきたいと思います。 

日程第７・議案第１１号は、単独で起立採決

となります。 

 日程第８・議案第１２号は、単独で挙手採決。 

日程第９・議案第１３号から、日程第１６・

議案第２０号までの８件は、一括して挙手採決。 

日程第１７・議案第２１号から、日程第１９・

議案第２３号までの３件は、一括して挙手採決。 

日程第２０・議案第２４号から、日程第２１・

議案第２５号までの２件は、一括して挙手採決。 

日程第２２・議案第２６号から、日程第２９・

議案第３３号までの８件は、一括して挙手採決。 

 日程第３０・議案第３４号は、単独で挙手採

決。 

日程第３１・議案第３５号は、単独で挙手採

決。 

日程第３２・議案第３９号から、日程第３６・

議案第４３号までの５件は、一括して挙手採決。 

日程第３７・議案第４４号から、日程第４２・

議案第４９号までの６件は、一括して挙手採決。 

日程第４３・議案第５０号から、日程第４４・

議案第５１号までの２件は、一括して挙手採決。 

日程第４５・議案第５２号から、日程第４７・

議案第５４号までの３件は、一括して挙手採決。 

日程第４８・議案第５５号は、単独で挙手採

決。 

日程第４９・議案第５６号から、日程第５０・

議案第５７号までの２件は、一括して挙手採決。 

日程第５１・議案第５８号から、日程第５３・

議案第６０号までの３件は、一括して挙手採決。 

日程第５４・議案第６１号は、単独で起立採

決となります。 

日程第５５・議案第６２号は、単独で挙手採

決となります。 

日程第５６・議案第６３号は、単独で挙手採

決。 

日程第５７・議案第６４号から、日程第５８・

議案第６５号までの２件は、一括して挙手採決。 

日程第５９・議案第６６号は、単独で挙手採

決。 

日程第６０・平成２７年陳情第７号は、単独

で起立採決となります。 

日程第６１・平成２７年陳情第８号は、単独

で起立採決となります。 

日程第６２・陳情第１号は、単独で起立採決

となります。 

日程第６３・議案第１０号・平成２８年度八

代市一般会計予算に対する修正の動議につきま

しては、先ほどの日程第６と同様に、このあと

（２）にて御説明させていただきます。 

なお、現在までに、討論に関しまして、笹本

議員からは、議案第１０号、議案第１１号、議

案第６１号について、幸村議員からは、議案第

１１号、議案第６１号について、増田議員から

は、議案第１１号、議案第６１号について、村

上議員からは、議案第１０号・平成２８年度八

代市一般会計予算に対する修正の動議について

の――討論についての通告の申し出があってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま説明が終わ

りました。何か質疑等ございませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）ありませんか。（「なし」と呼ぶ

者あり）よろしいですか。 

それでは、次に、（２）議案第１０号・平成２

８年度八代市一般会計予算に対する修正の動議

について説明を求めます。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい、委員長。 

○委員長（野﨑伸也君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

それでは、（２）議案第１０号・平成２８年度

八代市一般会計予算に対する修正の動議につい

て御説明申し上げます。 
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本件につきましては、お手元にお配りいたし

ておりますとおり、去る３月１４日に、亀田英

雄議員ほか７名から、平成２８年度八代市一般

会計予算に対する修正の動議についてが提出さ

れております。 

つきましては、この取り扱いを含めての流れ

でございますが、開会後、各委員会に付託され

ておりました議案、陳情についての委員長報告

がございます。 

その後、この修正の動議が議題とされまして、

提出者である亀田議員からその説明がございま

す。 

この説明の後、議案５９件、陳情３件、及び

予算の修正案についての質疑、討論が行われる

ことになります。 

これが終わりますと、順次、議案番号順に採

決が行われます。 

その際、議案第１０号・平成２８年度八代市

一般会計予算の採決にあっては、会議規則にお

いて、表決の順序は、原案にもっとも遠いもの

から先に表決することとされておりますことか

ら、まず、この修正案について、採決を行うこ

とになります。修正案が可決されますと原案の

残る部分について、採決を行うことになります。 

また、修正案が否決されますと、原案につい

て採決を行うこととなります。 

なお、これら一連の採決にあたっては、起立

による採決となりますのでよろしくお願いいた

します。 

以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま、説明が終

わりました。本件について何か質疑があればお

願いいたします。（「なし」と呼ぶ者あり）あり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） それでは次に、（３）

閉会中の継続審査・調査の申し出について報告

を求めます。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい、委員長。 

○委員長（野﨑伸也君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい、（３）

閉会中の継続審査・調査申し出の、（イ）調査１

２件について説明申し上げます。 

資料を、平成２８年３月定例会議事日程（第

７号）の後に添付いたしておりますので、ごら

んいただきたいと思います。 

 ここに閉会中継続審査・調査申し出のあった

案件を記載いたしておりますが、新庁舎建設に

関する特別委員会では、新庁舎の機能、規模、

予算など新庁舎建設に関する諸問題の調査。 

建設環境委員会では、所管事務調査２件。 

文教福祉委員会では、所管事務調査２件。 

経済企業委員会では、所管事務調査２件。 

総務委員会では、所管事務調査２件となって

おります。 

なお、議会運営委員会におきましては、次の

協議事項の２で、御決定いただくことを予定い

たしまして、ごらんの３件を記載して、調査１

２件とさせていただいているところでございま

す。 

以上でございます。 

○委員長（野﨑伸也君） ただいま報告が終わ

りましたが。何か質疑等ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） はい、なしというこ

とでございます。 

それでは、次に（４）その他について、何か

ございませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）あり

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） はい。 

それでは、次に、２の本委員会の閉会中の継

続調査の申し出について、お諮りいたします。 

本委員会は、議会の運営に関する事項、議会

の会議規則、委員会に関する条例等に関する事

項、議長の諮問に関する事項について、閉会中
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も引き続き調査することとし、継続調査を申し

出たいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、３．その他についてでありますが、執

行部から発言の申し出があっておりますので、

これを許します。 

○総務部次長（丸山智子君） 委員長。 

○委員長（野﨑伸也君） 丸山総務部次長。 

○総務部次長（丸山智子君） おはようござい

ます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 総務部の丸山でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日、先般発生いたしました職員

の不祥事事案についての処分が発令されました

ので、それにつきまして御報告をさせていただ

きます。 

 失礼いたしまして、着座させていただきます。 

 去る２月２０日未明に酒気帯び運転の容疑で

逮捕されました職員に対しまして、本日、懲戒

処分が行われました。 

 処分の内容につきましては、お手元の資料に

沿いまして御説明させていただきます。（「配っ

てある」「配ってない」「資料がない」と呼ぶ者

あり）ございませんか。済みません。申しわけ

ございません。 

○委員長(野﨑伸也君) しばらく、小会します。 

    （午前９時１３分 小会） 

   ─────────────── 

    （午前９時１５分 本会） 

○委員長(野﨑伸也君) 本会に戻します。 

 丸山総務部次長。 

○総務部次長（丸山智子君） はい、大変失礼

いたしました。 

 それでは、お手元の資料につきまして御説明

させていただきます。 

 懲戒処分の内容でございます。 

被処分者、野口和久、選挙管理委員会事務局

主任でございます。 

 処分内容は、停職６月でございます。 

 事案の概要でございますが、２月１９日金曜

日に市職員の同僚らと市内の飲食店で――（「２

月１９日だろ」と呼ぶ者あり）２月１９日金曜

日に市職員の同僚らと市内の飲食店で飲酒後、

帰宅するため車を運転いたしました。運転中、

道路沿いの倉庫に衝突、通報により駆けつけた

警察の調べで、呼気１リットル当たり０．４ミ

リグラムのアルコール分が検出されたため、道

路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯

逮捕されたものでございます。 

 処分につきましては、本日、３月２２日付の

発令でございます。 

 また、加えまして、指導上の措置といたしま

して、職員の上司でございます選挙管理委員会

事務局長につきましては、管理監督者としての

指導監督に適正を欠いた責任を確認させ、将来

を戒めるため、指導上の措置として訓告の措置

を行っております。 

 これまで、警察で捜査中でございましたので、

処分を控えておりましたが、先週までで捜査が

終了したということでございましたので、この

タイミングでの処分ということをいたしました。 

 今回の事案を受けまして、再発防止策といた

しまして、市長と所属長連名で職員の家族に対

して飲酒運転の撲滅について、家族ぐるみで取

り組みをお願いをする通知を出すことといたし

ました。 

 また、日頃から職員に意識づけを行うため、

執務室内や廊下の目に付きやすい場所などに再

発防止のためのポスターを掲示させていただい

ております。 

 さらには、処分基準の見直しについても市長

から指示を受けて検討中でございますので、抑

止力がさらに高まるような形で見直したいと考
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えております。 

 現在のところ、具体化しております対策は以

上でございますが、今後も引き続き職員の心に

訴えかけるような取り組みを繰り返し行ってい

きたいと考えております。 

 市民及び議員の皆様の信頼を大きく裏切りま

したことを、改めて深くお詫び申し上げまして

御報告とさせていただきます。 

 大変申しわけございませんでした。 

○委員長(野﨑伸也君) はい。（「帰りなっとで

すか」と呼ぶ者あり） 

 皆さんから何か御意見等あれば……。 

 はい、亀田委員。 

○委員(亀田英雄君) ようございますか。 

○委員長(野﨑伸也君) はい。 

○委員(亀田英雄君) 丸山次長、丁寧な御説明

ありがとうございました。で、お礼を申し上げ

るものなんですが、先ほどの説明の中で、記者

会見には総務部長と――総務部長が対応するけ

んが、次長が対応と――ここでは次長が対応と

いう話だったんですが、選管の委員長と総務部

長と言いなったですね。 

 市長と副市長は、どのような対応しなっとで

すか。 

○総務部次長（丸山智子君） この後、全員協

議会――あ、はい。 

○委員長(野﨑伸也君) 丸山総務部次長。 

○総務部次長（丸山智子君） はい。 

 この後、全員協議会の中で市長から改めて議

員の皆様全員には御報告をさせていただきます

とともに議場でも市長のほうから改めて謝罪を

申し上げるということにいたしております。 

○委員長(野﨑伸也君) 亀田委員。 

○委員(亀田英雄君) 市長と副市長が同席し

て記者会見も行われたほうがインパクトがある

対策じゃなかろうかと私は思う……。 

 一般質問何回も指摘があったというふうに思

うんですよね。 

 それについてはどのような検討をされて、今

回の対応になったのか。と思うんですよ。任命

権者は市長じゃなかつですか。 

 選管の委員長だけやってですよ、そんであっ

て――そしてですよ、選挙管理委員会事務局長

を訓告なんのて。自分たちは、そこに出んでお

ってかいですたい、そんな対応で示しがつきま

すかね。 

 次長が――総務部次長ば責めるわけじゃなか

つですば。もう少し、何か真摯な態度で臨まれ

たほうが職員のこう――抑止力という言葉は余

り好かぬとですが、そのようになっとじゃなか

ろうかと思いますが、その辺の検討はなされま

したか。 

○総務部次長（丸山智子君） はい。 

○委員長(野﨑伸也君) 丸山総務部次長。 

○総務部次長（丸山智子君） はい。 

 市職員ということでですね、確かに市長のほ

うの責任ということは、この間の議会の一般質

問の答弁の中でもですね、責任者であるという

ことで責任を感じるということでの答弁もござ

いました。 

 ただ、法制度の中でのお話ということになり

ますが、今回選挙管理委員会事務局の職員とい

うことになりますと任命権者は選挙管理委員会

ということになりまして、必然的に任命権者は

選挙管理委員会の委員長という形になるもので

すから、まずはそちらの対応ということで、処

分の決定そのものも市長が行ったものでなく、

選挙管理委員会において処分が決定されたとい

うことになります。 

 教育委員会の場合と同様でございます。 

 ですので――市長といたしましては、もちろ

んその責任を回避するということではございま

せんけれども、真摯にそれは受け止めながら、

御説明させていただきながらですね、不祥事防

止対策のほうに力を注ぎたいということで私ど

ものほうも検討いたしたところでございます。 
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 以上です。 

○委員長(野﨑伸也君) 亀田委員。 

○委員(亀田英雄君) 選管の委員長も迷惑で

すね、何か。市長が同席しない中でですよ。 

 おかしいと思いますね。 

 でですよ、処分が確定した時点で市長あたり

の身の振り方――身の処し方もですよ、決める

べきと思うんですけれどもですね。その辺の検

討はされなかったんですか。 

○総務部次長（丸山智子君） 委員長。 

○委員長(野﨑伸也君) 丸山総務次長。 

○総務部次長（丸山智子君） そこら辺――そ

れにつきましては、議員さんの御指摘というこ

とはあろうかと思いますが、私どものほうから、

そこを申し上げることは、はい、できませぬの

で。済みません。 

○委員(亀田英雄君) わかりました。 

○委員長（野﨑伸也君） よろしいですか。（「よ

かばい」「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかにございませんか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）はい。 

 それでは、丸山次長退席ください。 

○総務部次長（丸山智子君） はい。 

（丸山総務部次長 退席） 

○委員長（野﨑伸也君） ほかに何かございま

せんか。（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○委員(中山諭扶哉君) はい。 

○委員長（野﨑伸也君） 中山委員。 

○委員(中山諭扶哉君) はい。 

 先日ですね、ユネスコのどや顔コンテストと

いうのがございましたけれども、その中でです

ね、私のほうはですね、何で議員は来ぬとかい。

会議にも全然顔を出さないということで、非常

にお叱りの声をですね、受けまして、急遽行っ

たんですけれども――議員連盟も確かつくって

と思うんですね、それについて今、どういう対

応をされているのかというふうに思うんですけ

れども。 

○委員長（野﨑伸也君） 確認ですけれども、

ユネスコの……。 

○委員(中山諭扶哉君) ユネスコ……。ユネス

コのどや顔コンテスト。 

○委員長（野﨑伸也君） どや顔……。（「写真

で見た」と呼ぶ者あり） 

○委員(中山諭扶哉君) 写真のコンテストで

すね。白百合学園のほうが写真を撮られて――

そのとき、そのときに誰も議員が来ないという

ことで、非常にお叱りの電話で私、跳んで行っ

たところでございました。（「この場は、議会の

運営に関する事項でないと」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） 済みません、はい。 

○委員(中山諭扶哉君) 全員協議会でいいで

すか。 

○委員長(野﨑伸也君) 今の発言については

ですね、ちょっと確認しましょう。 

 中山委員よろしいですか。（笑い声あり） 

○委員(中山諭扶哉君) はい。 

○委員長(野﨑伸也君) はい。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（野﨑伸也君） はい、なしというこ

とでございますので、以上で本日の議会運営委

員会を閉会いたします。 

 (午前９時２４分 閉会) 
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